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告 　 　 　 示

山 梨 県 告 示 第 百 三 十 六 号

平 成 十 四 年 二 月 定 例 県 議 会 に お い て 議 決 を 経 た 平 成 十 四 年 度 山 梨 県 一 般 会 計 予 算 ほ か

十 六 件 は 、 次 の と お り で あ る 。

平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日

山 梨 県 知 事 　 　 天 　 　 野 　 　 　 　 　 建

山 梨 県 公 報 号 外 第 十 九 号 　 　 平 成 十 四 年 三 月 二 十 九 日

定 価 （ 消 費 税 別 ） 一 箇 年 　 一 六 、 〇 〇 〇 円 （ 郵 送 料 を 含 む 。 ）

一

山 梨 県 公 報 平 成 十 四 年

三 月 二 十 九 日

号 外 第 十 九 号

金
　
曜
　
日

１　平成14年度山梨県一般会計予算

平成14年度山梨県一般会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ492,765,871千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区別及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
による。
（継続費）
第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第１項の規定による継続費の経
費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。
（債務負担行為）
第３条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事
項、期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。
（地方債）
第４条　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の
目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方債」による。
（一時借入金）

第５条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額
は、 50,000,000千円と定める。
（歳出予算の流用）
第６条　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金
額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
（1）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に
係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の
間の流用
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２　平成14年度山梨県恩賜県有財産特別会計予算

平成14年度山梨県恩賜県有財産特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,496,134千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
による。
（地方債）
第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第一項の規定により起こすこと
ができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第
２表地方債」による。
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３　平成14年度山梨県教育奨励資金特別会計予算
平成14年度山梨県教育奨励資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,092千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
による。
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４　平成14年度山梨県災害救助基金特別会計予算

平成14年度山梨県災害救助基金特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ223,919千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
による。
（地方債）
第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすこと
ができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第
２表地方債」による。
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５　平成14年度山梨県母子寡婦福祉資金特別会計予算

平成14年度山梨県母子寡婦福祉資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ201,919千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
による。
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６　平成14年度山梨県中小企業近代化資金特別会計予算

平成14年度山梨県中小企業近代化資金特別会計の予算は、次に定めるところによ
る。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,754,996千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
による。
（債務負担行為）
第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行
為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。
（地方債）
第３条　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の
目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。
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７　平成14年度山梨県農業改良資金特別会計予算

平成14年度山梨県農業改良資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
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第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ541,077千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
による。
（地方債）
第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすこと
ができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第
２表地方債」による。
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８　平成14年度山梨県市町村振興資金特別会計予算

平成14年度山梨県市町村振興資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,549,138千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
による。
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９　平成14年度山梨県県税証紙特別会計予算

平成14年度山梨県県税証紙特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,132,400千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
による。
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10 平成14年度山梨県集中管理特別会計予算

平成14年度山梨県集中管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ124,684,788千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
による。
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11 平成14年度山梨県商工業振興資金特別会計予算

平成14年度山梨県商工業振興資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,551,238千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
による。
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12 平成14年度山梨県林業改善資金特別会計予算

平成14年度山梨県林業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ192,008千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
による。
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13 平成14年度山梨県流域下水道事業特別会計予算

平成14年度山梨県流域下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,552,696千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
による。
（債務負担行為）
第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行
為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。
（地方債）
第３条　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の
目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。
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14 平成14年度山梨県営電気事業会計予算

（総則）
第１条　平成14年度山梨県営電気事業会計の予算は、次に定めるところによる。
（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
（1）年間目標供給電力量　　　 486,065,000キロワットアワー
（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　入

第１款　電気事業収益 4,395,796千円
第１項　営　業　収　益 4,350,399千円
第２項　財　務　収　益 41,399千円
第３項　事 業 外 収 益 3,988千円　
第４項　特　別　利　益 10千円

支　　　　出

第１款　電気事業費用 3,829,328千円
第１項　営　業　費　用 3,230,647千円
第２項　財　務　費　用 296,431千円
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第３項　事 業 外 費 用 161,997千円
第４項　特　別　損　失 135,253千円
第５項　予　　備　　費 5,000千円

（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資
本的支出額に対し不足する額729,657千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本
的収支調整額7,815千円及び過年度分損益勘定留保資金721,842千円で補てんする
ものとする。）。

収　　　　入

第１款　資本的収入 104,000千円
第１項　固定資産売却金 10千円
第２項　長期貸付金償還金 100,000千円
第３項　国 庫 補 助 金 2,480千円
第４項　工 事 負 担 金　　 1,510千円

支 出

第１款　資本的支出　　　 833,657千円
第１項　新琴川第三発電所建設費　　 8,768千円
第２項　水力発電設備改良費 139,648千円
第３項　業 務 設 備 改 良 費　　 3,675千円
第４項　水力発電地点開発調査費　 11,259千円
第５項　特 許 権 取 得 調 査 費　　 1,050千円
第６項　企 業 債 償 還 金　　 669,257千円

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第５条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり
と定める。
（1）営業費用と事業外費用との間
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第６条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に
流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を
経なければならない。
（1）職員給与費等　　　 1,197,595千円
（たな卸資産購入限度額）
第７条　たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。
15 平成14年度山梨県営温泉事業会計予算

（総則）
第１条　平成14年度山梨県営温泉事業会計の予算は、次に定めるところによる。
（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
（1）給　湯　口　数　　　 562口
（2）年間総給湯量　　　 905,000立方メートル
（3）一日平均給湯量　　 2,480立方メートル
（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款　温泉事業収益　　　 161,802千円
第１項　営　業　収　益　　　 161,061千円
第２項　営 業 外 収 益　　 731千円
第３項　特 別 利 益　　 10千円

支 出

第１款　温泉事業費用　　 159,329千円
第１項　営 業 費 用　　 155,509千円
第２項　営 業 外 費 用　 2,810千円
第３項　特 別 損 失　　 10千円
第４項　予 備 費　　 1,000千円

（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資
本的支出額に対し不足する額32,200千円は、建設改良積立金29,740千円及び当年
度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,460千円で補てんするものとす
る。）。

収 入

第１款　資本的収入　　　 19,460千円
第１項　固定資産売却代金　　 10千円
第２項　工　事　負　担　金　　　 19,450千円

支 出

第１款　資本的支出　　　 51,660千円
第１項　温泉事業設備改良費　　 51,660千円

（一時借入金）
第５条　一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。
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（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり
と定める。
（1）営業費用と営業外費用との間
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に
流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を
経なければならない。
（1）職員給与費等　　 70,257千円
（たな卸資産購入限度額）
第８条　たな卸資産の購入限度額は、 1,000 千円と定める。
16 平成14年度山梨県営地域振興事業会計予算

（総則）
第１条　平成14年度山梨県営地域振興事業会計の予算は、次に定めるところによる。
（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
（1）道路沿線休憩施設
ア　業務内容　　　　　 レストランの営業

（2）丘の公園
ア　年間総収容人員　　　　　 204,860人

（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款　地域振興事業収益　　　 996,859千円
第１項　営　業　収　益　　　 994,385千円
第２項　営 業 外 収 益　　 2,464千円
第３項　特　別　利　益　　　 10千円

支 出

第１款　地域振興事業費用　　　 1,245,654千円
第１項　営　業　費　用　　　 1,234,789千円
第２項　営 業 外 費 用　　 10,855千円
第３項　特　別　損　失　　 10千円

（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額 8,448 千円は、借入金等 8,448 千円で措置するもの
とする。）。

収 入

第１款　資本的収入 10千円
第１項　固 定 資 産 売 却 代 金　　　 10千円

支　　 出

第１款　資本的支出　　　　 8,458千円
第１項　地域振興事業設備改良費　　 8,458千円

（一時借入金）
第５条　一時借入金の限度額は、 1,500,000 千円と定める。
（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり
と定める。
（1）営業費用と営業外費用との間
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に
流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を
経なければならない。
（1）職員給与費等　　 10,897千円
17 平成14年度山梨県営病院事業会計予算

（総則）
第１条　平成14年度山梨県営病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。
（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。
（1）中 央 病 院　　
ア　病 　 　 床 　 　 数　　　　 627床
イ　年 間 入 院 患 者 数　　　 203,826人
ウ　年 間 外 来 患 者 数　　 276,082人
エ　１日平均入院患者数　　 558人
オ　１日平均外来患者数　　 1,127人

（2）北 病 院
ア　病 　 　 床 　 　 数　　　　 300床
イ　年 間 入 院 患 者 数　　　 101,835人
ウ　年 間 外 来 患 者 数　　 45,789人
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エ　１日平均入院患者数　　 279人　　
オ　１日平均外来患者数　　 189人

（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款　病院事業収益　　　 16,843,151千円
第１項　医　業　収　益　　　　 13,725,190千円
第２項　医 業 外 収 益　　 3,117,581千円
第３項　特　別　利　益　　　 380千円

支 出

第１款　病院事業費用　　 19,541,011千円
第１項　医　業　費　用　　 16,710,005千円
第２項　医 業 外 費 用　 914,139千円
第３項　特　別　損　失　　 1,915,867千円
第４項　予 　 備 　 費　　 1,000千円

（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額1,259,506千円は、減債積立金6,900千円及び過年度分
損益勘定留保資金1,252,606千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款　資本的収入　　　　　 3,213,243千円
第１項　企 　 　 業 　 　 債　　　 2,820,000千円
第２項　出 　 　 資 　 　 金　　 18,837千円
第３項　負 　 　 担 　 　 金　　 374,406千円

支 出

第１款　資本的支出　　 4,472,749千円
第１項　中央病院施設改良費　　 178,196千円
第２項　北病院施設改良費　　　 24,323千円
第３項　中 央 病 院 建 設 費　　　 3,708,621千円
第４項　企 業 債 償 還 金　　　 561,609千円
（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと
定める。
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（一時借入金）
第６条　一時借入金の限度額は、 4,000,000 千円と定める。
（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり
と定める。
（1）医業費用と医業外費用との間
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に
流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を
経なければならない。
（1）職員給与費等　　 7,715,323千円
（他会計からの補助金）
第９条　営業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、491,025千円
である。
（たな卸資産購入限度額）
第10条　たな卸資産の購入限度額は、4,448,453千円と定める。
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